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新型コロナウイルス感染症に関するＱ＆Ａについて（通知） 

 

標記の件について、社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応については、「社会

福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について（令和２年２月 27 日厚生労働省子ど

も家庭局家庭福祉課ほか連名事務連絡）」ほか関係通知が、関係各所から随時発出されていると

ころですが、各事業所等におかれましては、これらの通知に基づき適切に対応していただくよう

お願いいたします。 

なお、本市へのご質問が多い事項について別紙のとおりＱ＆Ａとしてとりまとめましたので、

参考にしていただくようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務担当：横須賀市福祉部指導監査課  指導監査第１係 電話 046-822-8162  



令和２年２月28日現在

※ 対象は横須賀市に所在する施設に限ります。
※ 回答の内容は更新日現在のものです。今後、国の通知等により変更になる可能性があります。

No 類型 質問 回答

1 有料老人ホーム共通
面会等、外部の方の立入りを制限している
中で、運営懇談会を中止又は延期すること
は可能か。

原則、通常の懇談形式ではなく、書面によ
る報告及び意見聴取、同意を得る等の方法
により行い、実施方法、報告内容、聴取し
た意見等、詳細な記録を残すこと。
また、急を要しない報告等の場合であって
延期する場合は、延期の理由等を記録した
上で、可能な限り次年度当初に開催するこ
と。
ただし、現時点で新型コロナウイルス感染
症の収束の目途が立っていない状況を勘案
すると、上記の書面による報告及び意見聴
取等を行うことが望ましい。

2 有料老人ホーム共通
施設内研修等について、大人数が一堂に会
する研修を中止することは可能か。

職員が一堂に会して行う研修実施の可否等
については各施設で判断されたい。
なお、資料配布や、代表者による少人数で
の実施後に欠席者に別途周知徹底する等、
可能な限り実施するための方法を検討する
こと。

新型コロナウイルス感染症に関するＱ＆Ａ

- 1 -


